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公布された条例等のあらまし

（規則第３号）◇島根県土地改良財産の処分に関する条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

島根県土地改良財産の処分に関する条例の規定による土地改良財産の無償譲渡に関し、対象となる事業を追加する

こととした。（第２条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

規 則

島根県土地改良財産の処分に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第３号

島根県土地改良財産の処分に関する条例施行規則の一部を改正する規則

島根県土地改良財産の処分に関する条例施行規則（平成８年島根県規則第20号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の３号を加える。

農山漁村地域整備交付金実施要綱（平成22年21農振第2453号）に基づく事業(25)

地域自主戦略交付金交付要綱（農山漁村地域整備に関する事業、農山漁村活性化対策整備に関する事業、農業・食(26)

品産業強化対策整備に関する事業、水産業強化対策整備に関する事業、森林整備・林業等振興整備に関する事業）

（平成23年22農振第2185号）に基づく事業

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業実施要綱（平成23年22農振第2244号）に基づく事業(27)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

島根県告示第119号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

実施する事業 指定年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

合同会社 ＫＯＫ 松江市学園二丁目３番27 訪問介護 訪問介護のコクア 松江市国屋町378番地10 平成25年１

ＵＡ －210 月１日

合同会社 ＫＯＫ 松江市学園二丁目３番27 介護予防訪問 訪問介護のコクア 松江市国屋町378番地10 平成25年１

ＵＡ －210 介護 月１日

株式会社 空 出雲市塩冶町2078－１ 訪問介護 ケア・ステーショ 出雲市塩冶町520－１ 平成25年２

ン ピース 月１日

株式会社 空 出雲市塩冶町2078－１ 介護予防訪問 ケア・ステーショ 出雲市塩冶町520－１ 平成25年２
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介護 ン ピース 月１日

特定非営利活動法 出雲市斐川町学頭1463番 訪問介護 デイサービス 金 出雲市斐川町学頭1463 平成25年１

人 ファミリーサ 地10 太郎の家 番地10 月１日

ポートホーム 金

太郎の家

特定非営利活動法 出雲市斐川町学頭1463番 介護予防訪問 デイサービス 金 出雲市斐川町学頭1463 平成25年１

人 ファミリーサ 地10 介護 太郎の家 番地10 月１日

ポートホーム 金

太郎の家

株式会社 ヘルス 三重県津市藤方501番地 通所介護 デイサービス 新 出雲市斐川町上庄原字 平成25年１

ケア一光 の62 川 上新川1634番地５ 月１日

株式会社 ヘルス 三重県津市藤方501番地 介護予防通所 デイサービス 新 出雲市斐川町上庄原字 平成25年１

ケア一光 の62 介護 川 上新川1634番地５ 月１日

株式会社 中林建 出雲市今市町北本町五丁 通所介護 介護予防センター 松江市乃木福富町60番 平成25年２

築設計事務所 目四番地３ 早稲田イーライ 地 月１日

フ田和山

株式会社 中林建 出雲市今市町北本町五丁 介護予防通所 介護予防センター 松江市乃木福富町60番 平成25年２

築設計事務所 目四番地３ 介護 早稲田イーライ 地 月１日

フ田和山

島根県告示第120号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 廃止年月日

花田医院 江津市江津町147番地 平成24年12月31日

松江天神クリニック 松江市天神町45－１ 平成24年５月31日

國澤医院 江津市都野津町1971 平成24年１月21日

川田歯科医院 出雲市今市町736－６ 平成24年12月22日

弥栄中央薬局 浜田市弥栄町木都賀イ530－３ 平成24年２月１日

島根県告示第121号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

廃止する事業 廃止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

花田 昌司 江津市江津町147番地 居宅療養管理指導 花田医院 江津市江津町147番地 平成24年12月31日
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花田 昌司 江津市江津町147番地 訪問看護 花田医院 江津市江津町147番地 平成24年12月31日

花田 昌司 江津市江津町147番地 介護予防居宅療養 花田医院 江津市江津町147番地 平成24年12月31日

管理指導

花田 昌司 江津市江津町147番地 介護予防訪問看護 花田医院 江津市江津町147番地 平成24年12月31日

医療法人 國 江津市都野津町1971 訪問看護 國澤医院 江津市都野津町1971 平成24年１月21日

澤会

医療法人 國 江津市都野津町1971 介護予防訪問看護 國澤医院 江津市都野津町1971 平成24年１月21日

澤会

川田 雄治 出雲市今市町736－６ 居宅療養管理指導 川田歯科医院 出雲市今市町736－６ 平成24年12月22日

川田 雄治 出雲市今市町736－６ 介護予防居宅療養 川田歯科医院 出雲市今市町736－６ 平成24年12月22日

管理指導

有限会社 山 大田市大田町大田ロ928 居宅療養管理指導 有限会社 山 大田市大田町大田ロ928 平成24年７月１日

崎薬局 崎薬局

有限会社 山 大田市大田町大田ロ928 介護予防居宅療養 有限会社 山 大田市大田町大田ロ928 平成24年７月１日

崎薬局 管理指導 崎薬局

島根県告示第122号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の休止の届出があった

ので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 休止年月日

かもめ内科クリニック 松江市鹿島町佐陀本郷７番地１ 平成23年12月８日

町立鳥上診療所 仁多郡奥出雲町大呂1182番地２ 平成22年４月１日

医療法人長岡整形外科医院 益田市須子町13番24号 平成24年８月１日

磯遊歯科医院大東分院 雲南市大東町大東1862番地２ 平成24年10月１日

島根県告示第123号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の休止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事 業 者 事 業 所
休止する事業 休止年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

医療法人円孝 雲南市大東町南村202番地５ 居宅療養管理 磯遊歯科医院 雲南市大東町大東1862 平成24年10月１日

会 指導 大東分院 番地２

医療法人円孝 雲南市大東町南村202番地５ 介護予防居宅 磯遊歯科医院 雲南市大東町大東1862 平成24年10月１日

会 療養管理指導 大東分院 番地２
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島根県告示第124号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の所在地の変更の届出があっ

たので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 変更年月日
所 在 地

変 更 前 変 更 後

やましろクリニック 松江市山代町中曽根３－１ 松江市山代町1001番地 平成24年11月20日

島根県告示第125号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の所在地の変更の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事 業 者 事 業 所

実施する事業 所在地 変更年月日
名 称 主たる事務所の所在地 名 称

変更前 変更後

株式会社 ナ 松江市宍道町伊志見410 訪問介護 ヘルパーステ 出雲市松寄下町 松江市宍道町伊 平成24年３

ノケアめろす ーション優樹 220－７ 志見410番地 月11日

株式会社 ナ 松江市宍道町伊志見410 介護予防訪問 ヘルパーステ 出雲市松寄下町 松江市宍道町伊 平成24年３

ノケアめろす 介護 ーション優樹 220－７ 志見410番地 月11日

島根県告示第126号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第

69条第１号の規定により告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

自立支援医療の種類 指定年月日
指 定 自 立 支 援 医 療 機 関

名 称 所 在 地

そうごう薬局 島根大学前店 松江市学園二丁目27－16 育成医療 平成25年２月１日

更生医療

精神通院医療

島根県告示第127号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、平成25年２月14日付けで県営土地改良事業に係

る金城地区（若生工区）の換地処分をしたので、同条第10項において読み替えて準用する同法第54条第４項の規定により

告示する。

平成25年２月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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正 誤

平成24年１月31日付け島根県報号外第８号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 箇所 誤 正

２ 島根県告示第62号の

表中 松江市下東川津町字胡 松江市下東川津町字胡

麻畑1356番１地先から 麻畑1356番１地先から

同市西津田１丁目360番 同市西津田一丁目360番

15地先まで 15地先まで

松江市下東川津町字胡 松江市下東川津町字胡

麻畑1356番１地先から 麻畑821番１地先から同

同市東津田町字講田 市東津田町字講田1970

1970番８地先まで 番８地先まで

松江市下東川津町字胡 松江市下東川津町字胡

麻畑1356番１地先から 麻畑1356番１地先から

同市西津田１丁目360番 同市西津田一丁目360番

15地先まで 15地先まで

松江市下東川津町字胡 松江市下東川津町字胡

麻畑821番１地先から同 麻畑821番１地先から同

市矢田町字田頼505番１ 市矢田町字田瀬505番１

地先まで 地先まで
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